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講師の正式決定1⽉

講師と打ち合わせ2⽉

∼夏

講師の来⽇・講義開始9⽉

講師の声

「時間が経つにつれ、学⽣との距離は縮まりました。とても

良い関係を築くことができ、共に多くを学びました」

「アメリカ⽂化についてこれまで思ったこともない⾓度か

ら質問されました」

⽇⽶教育委員会が、講師の⽣活費、住宅⼿当、家族⼿当、

疾病・傷害保険、往復旅費等、基本的な必要経費を講師に

直接⽀給します。

講師の担当授業に関連した経費が⽣ずる場合は（例：学⽣

に配布する教材のコピー代等）、受け⼊れ⼤学でご負担願

います。

経費

⼀学期（半期）のみの場合は、９⽉半ばから翌年の2⽉半ばまで、

もしくは翌年３⽉半ばから８⽉半ばまでの約５カ⽉間となります。

招へいの⽅法
１）オンライン回答フォームを提出 

　回答期限： 2024年10⽉31⽇(⽊)

２）受け⼊れが決定した場合、

　a) 受け⼊れ担当責任者（教員・職員）を指名

　b) 受け⼊れ担当教官を指名

　c) 講師の教育活動が円滑に⾏われるよう学術⾯・

     事務取扱・⽣活全般に関する⽀援

講師の内定通知12⽉

下旬

オンライン回答フォーム提出

期限：2024年10⽉31⽇（⽊）秋

受け⼊れ⼤学の募集
2025年度フルブライト⽶国⼈招へい講師

「フルブライト⽶国⼈招へい講師プログラム」は、⽶国⼈教授が⽇本の四年制⼤学にて

それぞれが専⾨とする⼈⽂・社会科学の諸分野の講義を通して、⽇本の学⽣に⽶国の

歴史、社会、⽂化、思想等を紹介し、⽶国への理解を深めることを⽬的としています。

⽇⽶教育委員会（フルブライト・ジャパン）
フルブライト交流部

〒100-0014 東京都千代⽥区永⽥町2-14-2 ⼭王グランドビル207

https://www.fulbright.jp

期間：10カ⽉間 （５カ⽉間のみも可）　／　招へい⼈数：約５名

2024年

⽇本の受け⼊れ⼤学側　スケジュール


